
採
用
職
種

初
級
試
験（
一
般
職
・
消
防
職
）

採
用
人
員

若
干
名

受
験
資
格

昭
和

年

月

日
以
降
に
生

ま
れ
た
者

高
卒
以
上
（
平
成

年

月
卒

業
見
込
者
含
む
）

日
本
国
籍
を
有
し
地
方
公
務
員

法
第

条
に
該
当
し
な
い
者

試
験
日
（
一
次
試
験
）

月

日（
日
）

試
験
科
目

教
養
試
験
、
適
性
検
査
等

試
験
地

青
森
市
（
予
定
）

申
込
書
受
付

月

日（
木
）か
ら

月

日（
金
）ま
で

提
出
書
類

受
験
申
込
書（
申
込
書
の
交
付

は

月

日
よ
り
）

町
で
は
、
今
年
度
も
地
域
活
性

化
事
業
を
行
う
団
体
に
対
し
て
補

助
金
を
交
付
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
の
で
、
事
業
を
実
施
で
き
る
元

気
の
あ
る
団
体
を
募
集
し
ま
す
。

団
体
と
は

町
内
会
、
又
は
町
民

人
以
上

で
構
成
さ
れ
た
組
織

補
助
金
の
額

団
体
あ
た
り

万
円
ま
で

地
域
活
性
化
事
業
と
は

地
域
の
計
画
策
定
、
人
材
育

成
、
組
織
作
り
、
新
し
い
特
産
品

開
発
、
遊
休
地
の
有
効
利
用
、
景

観
の
整
備
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く

り
、
イ
ベ
ン
ト
等
を
行
う
事
業

申
込
締
切

月

日（
金
）

平
成

年
度
に
採
用
す
る
公
立

野
辺
地
病
院
看
護
師
の
採
用
試
験

を
随
時
行
い
ま
す
の
で
、
受
験
を

希
望
す
る
方
は
下
記
ま
で
お
申
し

込
み
下
さ
い
。

職
種

看
護
師

採
用
予
定
人
員

若
干
名

受
験
資
格

資
格
を
有
す
る
方
及
び
平
成

年

月
ま
で
に
資
格
取
得
見
込

の
方

試
験
の
種
類

小
論
文
・
面
接

試
験
日

詳
細
は
応
募
者
全
員
に
文
書
で

通
知
し
ま
す

応
募
方
法
等

（

）下
記
の
書
類
を
公
立
野
辺
地

病
院
管
理
課
ま
で
、
郵
送
又
は

持
参
し
て
下
さ
い
。

自
筆
履
歴
書
（
上
半
身
脱
帽
写

真
貼
付
・
市
販
用
紙
可
）

通

看
護
師
免
許
証
の
写
し
、
成
績

仙
台
国
税
局
で
は
、
バ
イ
タ
リ

テ
ィ
ー
あ
ふ
れ
る
税
務
職
員
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

税
務
職
員
は
、
国
の
財
政
を
支

え
る
重
要
な
仕
事
を
担
い
、
国
税

局
や
税
務
署
に
お
い
て
、
調
査
・

検
査
や
指
導
な
ど
を
行
う
税
務
の

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
す
。

受
験
資
格

平
成
元
年

月

日
か
ら
平
成

最
終
学
校
卒
業
証
明
書
（
見
込

者
含
む
）
ま
た
は
卒
業
証
書
の

写
し

二
次
試
験

一
次
試
験
合
格
者
の
み
（
作

文
・
面
接
）

（
十
月
中
旬
か
ら
下
旬
を
予
定
）

受
験
申
込
書
の
交
付
・
受
付
・

お
問
合
せ
先

横
浜
町
役
場
総
務
課

（

）

（
内

）

事
業
の
選
考

申
請
書
類
を
選
考
基
準
に
基
づ

き
審
査
い
た
し
ま
す
。
な
お
、
必

要
に
応
じ
て
事
業
の
概
要
説
明
を

求
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

お
申
込
み
・
お
問
合
せ

役
場
総
務
課
企
画
財
政

（

）

（
内

）

証
明
書
・
卒
業
証
明
書
又
は
卒

業
見
込
証
明
書
、
健
康
診
断
書

（
官
公
立
医
療
機
関
の
も
の
）

各

通

（

）応
募
期
限

平
成

年
度
中
随
時

応
募
・
お
問
合
せ
先

青
森
県
上
北
郡
野
辺
地
町
字
鳴

沢北
部
上
北
広
域
事
務
組
合

公
立
野
辺
地
病
院

管
理
課

（

）（内

）

人権に関する相談）

三 浦 ミ ツ

三保野 番地 （ ）

梅 村 和 夫

寺下 番地 （ ）

竹 田 武 美

大豆田 番地 （ ）

行政が行う仕事についての苦情・意見等）

猪 股 博 美

椛名木 番地 （ ）



平
成

年

月

日
か
ら
雇
用

保
険
制
度
が
変
わ
り
ま
し
た
。

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
・
派
遣
労
働

者
の
方
の
雇
用
保
険
の
加
入
要

件
の
拡
大

【
旧
】

ヶ
月
以
上
の
雇
用
見
込

労
働
保
険
の
年
度
更
新
手
続

（
平
成

年
度
の
確
定
保
険
料
と

平
成

年
度
の
概
算
保
険
料
等
の

申
告
・
納
付
手
続
の
こ
と
を
い
い

ま
す
。）
を
行
っ
て
い
た
だ
く
時

期
と
な
り
ま
し
た
。

平
成

年
度
の
申
告
・
納
付
期

限
は
、

月

日
か
ら

月

日

と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
お
早
め

に
お
近
く
の
金
融
機
関
、
郵
便
局

等
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

お
問
合
せ

左
記
の
日
程
で
第

回
青
森
県

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
が
青
森
市

内
各
施
設
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

競
技
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
種
目
に
よ
り
参
加
資
格
等
あ

り
ま
す
の
で
詳
細
に
つ
き
ま
し
て

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

開
催
日

平
成

年

月

日（
日
）

開
会
式
（
青
森
県
総
合
運
動
公

園
陸
上
競
技
場
）、
陸
上
（
青

森
県
総
合
運
動
公
園
陸
上
競
技

場
）、
フ
ラ
イ
ン
グ
デ
ィ
ス
ク

（
青
森
県
総
合
運
動
公
園
補
助

競
技
場
）、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
（
青

森
県
立
青
森
第
二
高
等
養
護
学

校
グ
ラ
ン
ド
）

平
成

年

月

日（
土
）

水
泳
（
新
青
森
県
総
合
運
動
公

園
プ
ー
ル
）、
ア
ー
チ
ェ
リ
ー

（
新
青
森
県
総
合
運
動
公
園

ア
ー
チ
ェ
リ
ー
場
）、
卓
球
（
新

青
森
県
総
合
運
動
公
園
青
い
森

ア
リ
ー
ナ
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
）、

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
（
新
青
森
県
総

合
運
動
公
園
青
い
森
ア
リ
ー
ナ

左
記
の
日
程
で
第

回
上
十
三

障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
が
三
沢

市
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

競
技
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
種
目
に
よ
り
参
加
資
格
等
あ

り
ま
す
の
で
詳
細
に
つ
き
ま
し
て

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

開
催
場
所

三
沢
市
民
の
森
総
合
運
動
場
陸

上
競
技
場
（

雨
天
の
場
合

は
、
三
沢
市
総
合
体
育
館
）

開
催
日
時

平
成

年

月

日（
日
）

午
前

時
か
ら

参
加
申
し
込
み

平
成

年

月

日（
木
）ま
で

お
問
合
せ

健
康
福
祉
課
健
康
福
祉

（

）

（
内

）

年

月

日
生
ま
れ
の
方

受
験
申
込
受
付
期
間

平
成

年

月

日（
火
）か
ら

月

日（
火
）ま
で

受
験
申
込
書
の
請
求

最
寄
り
の
税
務
署
、
仙
台
国
税

局
人
事
第
二
課
又
は
人
事
院
東

北
事
務
局

試
験
日
及
び
試
験
種
目

第

次
試
験
（
教
養
試
験
・
適

性
試
験
・
作
文
試
験
）

平
成

年

月

日（
日
）

第

次
試
験
（
人
物
試
験
・
身

体
検
査
）

平
成

年

月

日（
木
）か
ら

月

日（
木
）

の
い
ず
れ
か
指
定
す
る
日

お
問
合
せ

人
事
院
東
北
事
務
局

（

）

又
は
、

仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課

（

）
（
内

）

が
あ
る
こ
と

週
間
の
所
定
労
働
時
間

が

時
間
以
上
で
あ
る
こ

と

【
新
】

日
以
上
の
雇
用
見
込
が

あ
る
こ
と

週
間
の
所
定
労
働
時
間

が

時
間
以
上
で
あ
る
こ

と

失
業
等
給
付
に
係
る
雇
用
保
険

料
率
の
変
更

（
例
）

一
般
の
事
業
の
場
合

％

（
事
業
主
負
担
分

％
、

労
働
者
負
担
分

％
）

お
問
合
せ

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
お
尋
ね
下
さ
い
。

平
成

年

月
か
ら
所
得
階
層

の
低
所
得

・

に
該
当
す
る
障

害
者
及
び
障
害
児
の
保
護
者
に
係

る
、
次
に
掲
げ
る
利
用
者
負
担
が

無
料
と
な
り
ま
す
。

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
療
養
介

護
医
療
を
除
く
。）
に
係
る
利

用
者
負
担

障
害
児
施
設
支
援
（
障
害
児
施

設
医
療
を
除
く
。）
に
係
る
利

用
者
負
担

補
装
具
に
係
る
利
用
者
負
担

お
問
合
せ

健
康
福
祉
課
健
康
福
祉

（

）

（
内

）

平
成

年

月
か
ら
肝
臓
機
能

障
害
に
よ
る
身
体
障
害
者
手
帳
が

交
付
さ
れ
ま
す
。
対
象
者
は
、
次

に
掲
げ
る
方
と
な
り
ま
す
。

認
定
基
準
（

）
に
該
当
す
る

肝
臓
機
能
障
害
の
あ
る
方

肝
臓
移
植
を
受
け
、
抗
免
疫
療

法
を
実
施
し
て
い
る
方

認
定
基
準

主
と
し
て
肝
臓
機
能
障
害
の

メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ
）

平
成

年

月

日（
土
）

ボ
ウ
リ
ン
グ
（
イ
ー
ス
ト
ボ
ー

ル
）

参
加
申
し
込
み

平
成

年

月

日（
木
）ま
で

お
問
合
せ

健
康
福
祉
課
健
康
福
祉

（

）

（
内

）

青
森
労
働
局
総
務
部
労
働
保
険

徴
収
室

（

）



重
症
度
分
類
で
あ
る

分
類
（
肝
性
脳
症
、
腹
水
、

血
清
ア
ル
ブ
ミ
ン
値
、
プ
ロ
ト

ロ
ン
ビ
ン
時
間
、
血
清
総
ビ
リ

ル
ビ
ン
値
に
よ
っ
て
肝
臓
機
能

障
害
の
重
症
度
を
評
価
し
ま

す
。）
に
よ
っ
て
判
定
し
ま
す
。

ヶ
月
以
上
グ
レ
ー
ド

に
該

当
す
る
方
が
、
概
ね
身
体
障
害

者
手
帳
の
交
付
対
象
と
な
り
ま

す
。

た
だ
し
、
診
断
前
の

ヶ
月
間

に
ア
ル
コ
ー
ル
を
摂
取
し
て
い
る

方
等
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
平
成

年

月
か
ら
肝

臓
移
植
術
と
こ
れ
に
伴
う
抗
免
疫

療
法
が
自
立
支
援
医
療
（
更
生
医

療
・
育
成
医
療
）
の
対
象
と
な
り

ま
す
。（
自
立
支
援
医
療
（
更
生

医
療
・
育
成
医
療
）
を
利
用
す
る

た
め
に
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
が

必
要
で
す
。）

肝
臓
機
能
障
害
に
よ
る
身
体
障

害
者
手
帳
の
申
請
に
つ
い
て
は
、

事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

お
問
合
せ

健
康
福
祉
課
健
康
福
祉

（

）

（
内

）

平
成

年
度
に
引
き
続
き
、
横

浜
町
の
身
体
障
害
者
相
談
員
と
し

て

成
田

豊
治
（
な
り
た

と

よ
じ
）
（
字
横
浜

番
地

）
さ
ん
が
障
害
の
あ

る
方
の
様
々
な
相
談
に
応
じ
、
必

要
な
助
言
や
指
導
を
行
う
と
と
も

に
、
関
係
機
関
と
の
協
力
・
援
助

活
動
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

身
体
障
害
者
相
談
員
は
、
青
森

県
か
ら
委
嘱
を
受
け
、
身
体
に
障

害
を
お
持
ち
の
方
や
そ
の
家
族
の

方
か
ら
の
ご
相
談
を
お
受
け
し
ま

す
。
秘
密
は
厳
守
い
た
し
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
下
さ
い
。

お
問
合
せ

健
康
福
祉
課
健
康
福
祉

（

）

（
内

）

先
の
大
戦
に
お
い
て
、
外
地
等

（
事
変
地
の
区
域
又
は
戦
地
の
区

域
）
に
派
遣
さ
れ
、
戦
時
衛
生
勤

務
に
従
事
さ
れ
た
旧
日
本
赤
十
字

社
救
護
看
護
婦
及
び
旧
陸
軍
従
軍

看
護
婦
の
方
（
慰
労
給
付
金
受
給

平
成

年
度
の
自
動
車
税
の
納

期
限
は

月

日（
水
）で
す
の

で
、
最
寄
り
の
金
融
機
関
等
、
ま

た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

納
税
通
知
書
に
つ
い
て
い
る
納

税
証
明
書
は
車
検
の
際
に
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
車
検
証
と
一
緒

に
大
切
に
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

お
問
合
せ

上
北
地
域
県
民
局
県
税
部

納

税
管
理
課

十
和
田
市
西
十
二
番
町

番
地

青
森
県
十
和
田
合
同
庁
舎

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証

の
変
更
に
つ
い
て

平
成

年
中
の
所
得
状
況
に
よ

り
、
負
担
割
合
の
変
更
と
な
る
方

に
つ
い
て
は
、

月
か
ら
使
用
す

る
新
し
い
被
保
険
者
証
を

月
中

に
郵
送
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

に
つ
い
て

こ
の
認
定
証
を
医
療
機
関
の
窓

口
に
提
示
す
る
こ
と
で
、
入
院
時

の
自
己
負
担
限
度
額
と
食
事
代
が

減
額
さ
れ
ま
す
。

交
付
を
受
け
ら
れ
る
方

住
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る

方
（
低
所
得
区
分

及
び
低
所
得

区
分

の
方
）
は
、
申
請
に
よ
り

認
定
証
の
交
付
を
受
け
ら
れ
ま

す
。低

所
得
区
分

に
該
当
す
る
方

世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課
税

で
あ
る
方
の
う
ち
、
世
帯
全
員

者
は
除
く
）
に
対
し
、
そ
の
御
苦

労
に
報
い
る
た
め
内
閣
総
理
大
臣

名
の
書
状
を
贈
呈
し
て
お
り
ま
す
。

お
問
合
せ

東
京

都
千
代
田
区
霞
ヶ
関

総
務
省
大
臣
官
房
総
務
課
管
理

室

業
務
担
当

（

）（
直
通
）

（

）

ご
本
人
ま
た
は
ご
家
族
な
ど
か

ら
の
ご
連
絡
を
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
。

階

（

）

（
内

）

県
税
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン



の
各
所
得
金
額
が
全
て

円
の

方
（
公
的
年
金
の
場
合
は

万

円
以
下
）
及
び
老
齢
福
祉
年
金

受
給
者

低
所
得
区
分

に
該
当
す
る
方

世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課
税

で
あ
る
方

申
請
に
必
要
な
も
の

印
鑑

被
保
険
者
証

申
請
場
所

横
浜
町
役
場

税
務
町
民
課

後
期
高
齢
者
医
療
担
当

既
に
交
付
を
受
け
て
い
る
方

現
在
お
使
い
の
後
期
高
齢
者
医

療
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
は
、
平
成

年

月

日
が
有
効
期
限
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。既

に
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方
で
、
前
年
の
所
得
状
況
等

に
よ
り
引
き
続
き
低
所
得

・

と
判
定
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、

月
中
に
新
し
い
認
定
証
が
交
付

さ
れ
ま
す
の
で
、
更
新
手
続
き
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

歳
か
ら
月
額

円
の

老
齢
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
よ
く
、

老
齢
基

礎
年
金
を
受
け
る
の
に
加
入
期
間

が
数
年
足
り
な
か
っ
た

と
い
っ

た
深
刻
な
話
を
耳
に
し
ま
す
。
こ

こ
で
大
切
な
の
が

カ
ラ
期
間

を
生
か
す
こ
と
で
す
。

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め

に
は
、

年
以
上
の
期
間
が
公
的

年
金
制
度
の
保
険
料
を
納
め
た
期

間
か
、
国
民
年
金
の
保
険
料
を
免

除
さ
れ
た
期
間
で
あ
る
こ
と
が
必

要
で
す
が
、
こ
の

年
に
は
カ
ラ

期
間
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

カ
ラ
期
間
と
は

こ
の
カ
ラ
期
間
は
、
上
記
の

年
の
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す

が
、
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
な
い

実

の
な
い
期
間
の
た
め
、
通

称

カ
ラ
期
間

と
呼
ば
れ
ま
す
。

こ
の
カ
ラ
期
間
の
主
な
も
の
は
、

原
則
、
昭
和

年

月
以
後
の

歳
以
上

歳
未
満
の
期
間
で
、
国

民
年
金
に
任
意
加
入
で
き
た
の
に

任
意
加
入
し
な
か
っ
た
次
の
人
の

期
間
な
ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。

昭
和

年

月
ま
で
の
厚
生
年

金
な
ど
の
加
入
者
の
被
扶
養
配

偶
者

平
成

年

月
ま
で
の
学
生

海
外
在
住
の
日
本
人
。
ま
た
、

昭
和

年

月
ま
で
に
厚
生
年

金
な
ど
か
ら
脱
退
手
当
を
受
け

た
期
間
も
カ
ラ
期
間
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

本
人
の
申
出
が
必
要
で
す

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
カ
ラ
期
間

は
、
年
金
の
未
加
入
期
間
と
な
っ

て
い
て
、
日
本
年
金
機
構
に
は
そ

の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
原
則
と
し
て
、
ご
本
人
の
申

出
に
基
づ
い
て
カ
ラ
期
間
の
有
無

が
調
査
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

そ
の
た
め
、

年
の
老
齢
基
礎

年
金
の
資
格
期
間
を
満
た
せ
な
い

方
で
、
カ
ラ
期
間
と
な
る
可
能
性

の
あ
る
期
間
を
も
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
方
は
、
年
金
事
務
所
ま
た

は
市
区
町
村
役
場
の
担
当
窓
口
に

そ
の
旨
を
申
し
出
て
、
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

ま
た
、
カ
ラ
期
間
が
な
い
た
め

に

年
の
資
格
期
間
を
満
た
せ
な

い
方
は
、

歳
か
ら

歳
に
な
る

ま
で
の
間
に
、
国
民
年
金
の
任
意

加
入
者
に
な
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

こ
の
場
合
の
保
険
料
の
額
は
、
一

般
の
第
一
号
被
保
険
者
と
同
様
、

平
成

年
度
は
月
額

円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
任
意
加
入
者
に
は
免
除
制
度

月 金 土

歳
か
ら

歳
に
な
る
ま
で
の

年
間
、
国
民
年
金
、
厚
生
年
金

な
ど
の
公
的
年
金
制
度
に
加
入
し

て
保
険
料
を
納
め
た
方
に
は
、

国
土
交
通
省
と
各
都
道
府
県
で

は
、
毎
年

月

日
か
ら

日
ま

で
を

土
砂
災
害
防
止
月
間

と

位
置
づ
け
、
本
格
的
な
豪
雨
の
時

期
を
前
に
、
土
砂
災
害
に
よ
る
被

害
防
止
に
向
け
て
様
々
な
防
災
・

広
報
活
動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

昨
年
度
は
日
本
各
地
で
土
砂
災

害
が
発
生
し
、
そ
し
て
多
く
の
犠

牲
者
が
出
ま
し
た
。
中
に
は
、
地

域
の
避
難
所
へ
避
難
し
て
い
れ
ば

助
か
っ
た
命
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た

が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

任
意
加
入
に
つ
い
て
も
、
年
金

事
務
所
ま
た
は
市
区
町
村
役
場
の

担
当
窓
口
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
年
金
の
相
談
に
つ
い
て

は
、
電
話
に
よ
る

ね
ん
き
ん
ダ

イ
ヤ
ル
（）

を
利
用
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。
こ
れ
を
利
用
す
る

と
、
一
般
の
固
定
電
話
の
場
合
、

接
続
先
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
内
通

話
料
金
の
み
で
利
用
で
き
ま
す
。

お
問
合
せ

む
つ
年
金
事
務
所
（
お
客
様
相

談
室
）

（

）



辺
の
景
観
形
成
に
向
け
た
作
業
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

生
産
性
、
収
益
の
向
上
、
担
い

手
の
定
着
に
関
す
る
取
組
状
況

年
後
を
将
来
像
と
し
た
具
体

的
な
目
標
を
定
め
、
持
続
的
な
農

業
生
産
活
動
を
可
能
と
す
る
た

め
、
農
作
業
受
委
託
の
推
進
、
農

業
機
械
の
共
同
購
入
や
共
同
利
用

を
進
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
オ
ペ

レ
ー
タ
ー
の
育
成
確
保
や
認
定
農

業
者
の
育
成
を
図
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
集
落
の
目
標
の
実
現
に
向
け
て

努
力
し
て
い
ま
す
。

お
問
合
せ

役
場
産
業
建
設
課
産
業

（

）

（
内

）

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
ま
で

経
験
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
強

い
雨
が
降
っ
て
い
る

と
き
は

今
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い

災
害
が
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い

と
心
に
留
め
、
正
し
い
危
機
意
識

と
早
期
避
難
で
土
砂
災
害
に
よ
る

被
害
ゼ
ロ
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

お
問
合
せ

役
場
総
務
課
総
務
防
災

（

）

（
内

）

青
森
県

県
土
整
備
部

河
川

砂
防
課
砂
防

（

）

参
考

（
青
森
県
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
・
平
成

年
度
土
砂
災

害
防
止
月
間
）

制
度
の
概
要

農
業
は
食
料
生
産
の
他
、
水
源

か
ん
養
、
土
砂
崩
壊
防
止
な
ど
と

い
っ
た
多
面
的
機
能
を
持
っ
て
い

ま
す
。

こ
の
事
業
は
、
傾
斜
地
が
多
い

な
ど
生
産
条
件
が
不
利
な
地
域
に

お
い
て
増
加
し
て
い
る
耕
作
放
棄

地目 基準
協定数 面積（ ）

農家数（人） 交付額（円）

田 緩傾斜

採草
放牧地

緩傾斜

合計

農
業
生
産
活
動
等
の
実
施
状
況

農
用
地
に
関
す
る
取
り
組
み
と

し
て
、
耕
作
放
棄
地
発
生
防
止
の

た
め
、
定
期
的
な
点
検
や
耕
作
放

棄
地
の
復
旧
作
業
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

多
面
的
機
能
の
増
進
活
動
と
し

て
、
集
落
周
辺
施
設
及
び
農
地
周

横
浜
町
で
は
、
青
森
県
信
用
保

証
協
会
と
、
中
小
企
業
者
の
事
業

資
金
に
か
か
る
借
入
を
円
滑
に
す

る
た
め
、
特
別
保
証
制
度
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
地
元
中
小
企
業
者

の
ご
利
用
し
や
す
い
制
度
と
し

て
、
き
め
細
か
な
対
応
を
し
て
い

く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

大
い
に
ご
利
用
下
さ
い
。

特
別
保
証
制
度

簡
易
小
口
制
度

貸
付
金
額

万
円

補
償
期
間

年
以
内
（
据
置

期
間

運
転

ヶ
月
以
内
、
設

備

年
以
内
）

貸
付
利
率

年
率

％
以

内
（
固
定
金
利
）

事
業
活
性
化
資
金

貸
付
金
額

万
円

補
償
期
間

年
以
内
（
据
置

期
間

運
転

ヶ
月
以
内
、
設

備

年
以
内
）

貸
付
利
率

年
率

％
以

内
（
固
定
金
利
）

小
口
零
細
企
業
特
別
保
証

貸
付
金
額

万
円

補
償
期
間

年
以
内
（
据
置

期
間

年
以
内
）

貸
付
利
率

年
率

％
以

内
（
固
定
金
利
）

保
証
料
率
に
つ
い
て

無
担
保
保
険
（
一
般
関
係
）、

普
通
保
険
（
一
般
関
係
）
を
利

用
の
場
合
は
、
財
務
そ
の
他
経

営
に
関
す
る
情
報
を
基
に
リ
ス

ク
計
測
モ
デ
ル
に
よ
り
算
出
さ

れ
る
評
点
に
応
じ
た
区
分
の
料

率
（
小
口
、
活
性
化
は

％

％
、
小
口
零

細
は

％

％
）
を
適
用
し
ま
す
。
た
だ

し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
は
、
小
口
、
活
性
化
は

％
、
小
口
零
細
は

地
の
発
生
を
防
ぎ
、
食
料
生
産
及

び
多
面
的
機
能
の
維
持
、
推
進
を

図
る
目
的
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
地

域
に
お
い
て
農
業
生
産
活
動
の
継

続
に
つ
い
て
集
落
、
ま
た
は
個
別

に
町
と
協
定
（
約
束
）
を
結
ん
だ

場
合
、
傾
斜
度
に
応
じ
て
交
付
金

が
支
払
わ
れ
る
制
度
で
す
。

対
象
農
用
地
基
準
別
面
積
及
び

交
付
額

％
と
な
り
ま
す
。（
最
大

％
の
割
引
適
用
あ
り
）。

個
人
そ
の
他
の
法
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
賃
借
対
照
表

及
び
損
益
計
算
書
を
作
成
す
る

義
務
を
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
方

で
あ
っ
て
、
賃
借
対
照
表
及
び

損
益
計
算
書
が
な
い
方

事
業
開
始
後
最
初
の
事
業
年
度

決
算
に
お
け
る
賃
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
な
い
方

同
一
の
事
業
を
営
む
複
数
の
方

で
あ
っ
て
金
融
機
関
か
ら
の
借

り
入
れ
に
係
る
連
帯
債
務
を
負

担
す
る
方

特
別
小
口
保
険
を
利
用
の
場

合
、
経
営
安
定
関
連
特
例
保
険

を

号
指
定
で
利
用
の
場

合
は
一
律
に
年
率

％
、

、

号
指
定
で
利
用

の
場
合
は
一
律
に
年
率

％
、
創
業
等
関
連
特
例
及
び

創
業
関
連
特
例
保
険
を
利
用
の

場
合
は
一
律
に

％
が

適
用
と
な
り
ま
す
。

お
問
合
せ

青
森
県
信
用
保
証
協
会
む
つ
支

所

（

）

役
場
産
業
建
設
課
産
業

（

）

（
内

）



月
よ
り

講
習
会
を
毎
月
開
催

し
ま
す
。
パ
ソ
コ
ン
を
触
っ
た
こ
と
が

な
い
方
も
お
気
軽
に
お
越
し
下
さ
い
。

月
の
主
な
内
容

パ
ソ
コ
ン
電
源
入
力
、
文
字
入
力
、

他
い
ろ
い
ろ
。

各
講
習
定
員

名

尚
、
各
講
習
定
員

名
に
な
り
次

第
締
め
切
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

申
込
先

（

）

横
浜
町

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

場
所

地
域
・
学
校
連
携
施
設

会
議
室

横
浜
中
学
校
敷
地
内

校
舎
左
奥

無
料
相
談
受
付
時
間

午
前

午
後

開 催 日 講 習 時 間 講 習 内 容

月 日（火） パソコンに触ってみよう
スタート編

月 日（木） パソコンに触ってみよう
パソコンを動かしてみよう

月 日（火） パソコンに触ってみよう
文字入力

月 日（木） パソコンに触ってみよう
インターネットを見てみよう

月 日（火） パソコンに触ってみよう
スタート編

月 日（木） パソコンに触ってみよう
パソコンを動かしてみよう

月 日（火） パソコンに触ってみよう
文字入力

月 日（木） パソコンに触ってみよう
インターネットを見てみよう

月 日（火） インターネット入門
準備から参加まで

月 日（木） インターネット入門
準備から参加まで

書 名 著 者 名

あすなろ三三七拍子 重松 清

神苦楽島（上・下） 内田 康夫

ギヴァー 記憶を注ぐ者 ロイス・ローリー

凶弾 逢坂 剛

真昼なのに昏い部屋 江國 香織

マドンナ・ヴェルデ 海堂 尊

脳が変わる生き方 茂木 健一郎

近頃の若者はなぜダメなのか
携帯世代に 新村社会

原田 曜平

一冊でわかる
日本地図・世界地図

正井 泰夫

一冊でわかる イラストでわかる
図解 宗教史

塩尻 和子 他

他

書 名 著 者 名

オッパイ星人あらわる 井窪 豊

村のお医者さん 三芳 悌吉

めくってびっくり俳句絵本
（全 巻）

村井 康司 編

三浦雄一郎 ［まんが伝記］ 矢野 功

新 歳のハローワーク 村上 龍

他

保存期間の過ぎた雑誌を町民の皆様に無
料で提供しています。
図書館内に 雑誌リサイクルコーナー
を設置していますので、ご自由にお持ち帰
りください。なくなり次第終了します。

皆様より図書をご寄贈いただきました。
ありがとうございました。

小笠原 功さん（吹越）
同期 他 冊

横浜町民図書館

成
年
後
見
人
等
に
選
任
さ
れ
る
割

合
は
年
々
増
加
し
て
お
り
、
平
成

年
に
は
全
体
の

％
を
占
め
て

い
ま
す
。

お
問
合
せ

役
場
健
康
福
祉
課
内

横
浜
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（

）

（
内

）

成
年
後
見
制
度
と
は
、
認
知

症
・
知
的
障
害
・
精
神
障
害
等
に

よ
っ
て
物
事
を
判
断
す
る
能
力
が

十
分
で
は
な
い
方
（
ご
本
人
）
に

つ
い
て
、
家
庭
裁
判
所
が
、
ご
本

人
の
権
利
や
利
益
を
守
る
成
年
後

見
人
等
（
保
佐
人
・
補
助
人
等
も

含
め
ま
す
）
を
選
ぶ
こ
と
で
、
ご

本
人
を
支
援
す
る
制
度
で
す
。

成
年
後
見
制
度
の
利
用
件
数
は

毎
年
増
加
し
て
お
り
、
平
成

年

は
約

万

件
と
、
こ
の

制
度
が
始
ま
っ
た
平
成

年
の
約

倍
に
達
し
て
い
ま
す
。
成
年
後

見
人
に
は
、
弁
護
士
や
司
法
書

士
、
社
会
福
祉
士
な
ど
の
専
門
職

を
含
む
親
族
以
外
の
第
三
者
が
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